
学校施設再編に関する

住民説明会資料

〇開催場所及び日時

中間市教育委員会 教育施設課

開催日

中間東小学校体育館 １１月１９日(土) １０時～

中間小学校体育館 １１月２４日(木) １８時３０分～

底井野小学校体育館 １１月２６日(土) １４時～

中間北小学校体育館 １１月２７日(日) １４時～

中間西小学校体育館 １２月　２日(金) １８時３０分～

中間南小学校体育館 １２月　４日(日) １０時～

開催場所 開始時刻



目指すべき姿

施設整備の目標

①なぜ、今、学校施設再編による施設整備が必要なのですか？

②学校施設再編による目指すべき学校の姿は？

③どのように学校施設再編を進めようとしているのですか？

④どのような学校施設の配置案を検討しているのですか？

学校施設の老朽化

児童生徒数の減少

↓ 加えて

ICT 教育、英語教育をはじめとする教育内容の多様化

感染症等による環境の変化

教育環境が急速に変化

予測困難な時代の到来

学校施設再編を通じ教育環境を充実させることで、教員の授業力・指導力が

最大限に発揮され、子供たちが楽しく学び学力を高め、保護者が安心して

通わせ、子供たちの成長を実感できる学校

１

子供たちが通いたい学校、保護者が通わせたい学校、教職員が働きたい学校

■さまざまな時代のニーズに対応できる施設整備による教育環境の充実

■これからの教育に対応できる施設整備による教育環境の充実

■限られた財源を児童生徒の学びと生活に集中させることによる教育環境の充実

学校施設整備に向けた基本的な考え方について

～学校施設の配置案～

学校施設整備方針の策定に向けて

なぜ、今、学校施設再編による施設整備が必要なのですか？１

学校施設再編による目指すべき学校の姿は？２



■新中学校の開校目標を令和 ９年４月（２０２７年）

■新小学校の開校目標を令和１２年４月（２０３０年）

※特色ある学校づくりに向け、協議検討を重ね、開校年は必要に応じて適時見直す。

※施設整備のライフルサイクルコストの縮減や財政負担の平準化に最大限配慮する。

開校目標

基本的な考え方

■児童生徒が安全安心に学び生活できる環境の構築

・通学圏を小学校は概ね２㎞、中学校は概ね３㎞とした通学の安全性と負担軽減。

・義務教育後の次なるステージにおける充実した日々、更なる飛躍を最大限サポートする

ため、中学校を先行した施設整備。

・学びや生活環境、地域コミュニティの拠点としての役割に配慮した移設及び移動。

・将来にわたって持続可能な学級数を２０４０年でも確保し続けることを念頭においた施設

整備。

■敷地の形状や安全性、有効敷地面積の最大限の活用や財源等の有効活用

・浸水想定区域、土砂災害警戒・特別警戒区域への積極的な再整備は避けつつも、市域の地理

的な特性や学校施設の配置のバランス、敷地の形状や建物の高さ制限などの特性等、

敷地内を最大限活用できる場所への施設整備。

■小中学校の連携を深めた教育の推進及び周辺環境との連携

・小中の連携を深めた教育ができるバランスのとれた施設整備。

・周辺環境の連携による特色ある学校づくりによる施設整備。
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※学校施設整備方針決定後
【教育部】学校施設整備に向けた組織

【全庁】跡地活用の検討に向けた組織

学校施設の跡地活用に向けた全庁的な協力及び組織体制 地域住民協働
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具体的な方策の検討

３ どのように学校施設再編を進めようとしているのですか？















それぞれの学校地及びコミュニティ広場には、さまざまな敷地の特性があり、学校施

設の整備に当たっては、課題の整理及び諸問題の解決が必要な場合がある。今回ご提

示した案に加え、その他の敷地についても、引き続き、特性を分析しながら、子供たち

の教育環境の充実と地域コミュニティの拠点となる施設としての将来の学校施設

のあり方を検討する。

９

【中間北中学校】

・最大の校地面積を有するが、法面が多く、有効敷地面積は約 50％。標高約 40m に立地。

・第二種低層地域のため、建物に 10m の高さ制限がある。

・敷地の周辺部が土砂災害警戒・特別警戒区域に指定されている。

【中間東中学校】

・北部の一部を除く東部地域の多くを通学圏の概ね 3 ㎞圏内に網羅することができる。

・中間北中学校に次ぐ校地面積を有するが、法面が多く有効敷地面積は校地面積の 50％以下。

・第一種低層地域のため、建物に 10m の高さ制限がある。

・造成をする場合は、開発行為について県と協議が必要。

【中間東小学校】

・校地面積の内、有効敷地面積として使用できる割合は大きいが、現校舎と運動場に高低差。

・第一種低層地域のため、建物に 10m の高さ制限がある。

【中間小学校】

・第一種住居地域のため、建物に高さ制限がない。

・敷地の周辺には、都市公園や河川敷グラウンド、堀川など、自然及び歴史的環境が立地。

・遠賀川の流域にあり、敷地全体が、浸水想定区域(0.5m～3m)に立地。

【中間南小学校】

・校地面積の内、有効敷地面積として使用できる割合が大きい。

・市の中央部から離れた北九州市に隣接し、標高も高い。

・第一種低層地域のため、建物に 10m の高さ制限がある。

その他の学校地の特性
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今後のスケジュール

■11 月 19 日～12 月 4 日

■12 月中旬 ～ 1 月中旬

■ 1 月中旬 ～

小中学校及びコミュニティ広場の敷地の特性を分析し、皆さまからいただいたご

意見を整理した上で、市全体のまちづくりを踏まえ、本年度中に最大限の教育効

果を図ることができる充実した教育環境の構築を目指した学校施設整備方針

の策定に取組む。

参 考

■通学距離及び通学時間

・通学距離 【小学校】 概ね 4 ㎞以内

【中学校】 概ね 6 ㎞以内

・通学時間 1 時間以内

※公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令

■国が示す標準学級(令和４年度)

学校施設再編に関する住民説明会の開催

学校施設整備方針(案)パブリックコメントの実施

方針の取りまとめ（市のまちづくりとの協議・調整）

19学級以上30学級以下

4学級以上5学級以下

19学級以上30学級以下

7学級以上10学級以下

※学校教育法施行規則にて地域の実態その他により特別の事情があるときはこの限りではないとされている。

※小学校について、令和4年度は3学年まで35人学級。4学年～6学年は、段階的に現行の40人から35人学級とする。

※過大規模校とは、31学級以上の学校。

校種 小規模 適正規模 大規模

小学校 11学級以下 12学級以上18学級以下

450人～675人

1学年あたり 2学級未満 2学級以上3学級以下

1年～3年 70人～105人

4年～6年 80人～120人

中学校 11学級以下 12学級以上18学級以下

480人～720人

1学年あたり 4学級未満 4学級以上6学級以下

160人～240人


